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第１章　計画策定の概要

第
1
章

介護が必要になった主な原因について、要支援・要介護認定者調査の結果を性別でみると、
男性の場合「脳血管疾患（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等）」が22.5％と最も高く、次いで「高
齢による衰弱」が12.0％となっています。一方、女性の場合、「骨折・転倒」が20.5％で最も高く、
次いで「高齢による衰弱」が12.4％となっています。性別により、介護が必要になった主な原
因は異なり、それぞれに応じた取組の必要性がうかがえます。

介護が必要になった主な原因（要支援・要介護認定者調査）図表11

 

 

男性（ｎ=249）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性（ｎ=557）

 

 

 

 

 

  

脳血管疾患（脳出

血、脳梗塞、くも膜

下出血等）

22.5%

骨折・転倒

9.2%

高齢による衰弱

12.0%

心臓病

8.4%

関節の病気（リウマ

チ・変形性膝関節

症等）

2.4%

認知症

9.6%

難病（パーキンソン

病等）

3.2%

がん（悪性新生物）

6.0%

呼吸器疾患

5.2%

糖尿病

2.0%

脊髄損傷

2.4%

視覚・聴覚障害

2.0%

その他

4.8%

わからない

1.2%

無回答

8.8%

脳血管疾患（脳出

血、脳梗塞、くも膜

下出血等）

8.1%

骨折・転倒

20.5%

高齢による衰弱

12.4%

心臓病

6.5%
関節の病気（リウマ

チ・変形性膝関節

症等）

10.6%

認知症

11.5%

難病（パーキンソン

病等）

2.7%

がん（悪性新生物）

2.3%

呼吸器疾患

2.0%

糖尿病

0.9%

脊髄損傷

3.2%

視覚・聴覚障害

1.3%

その他

7.2%

わからない

1.4%

無回答

9.5%

〈性別〉
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また、介護が必要になった主な原因について、年齢区分別でみると、前期高齢者（65歳～ 74歳）
では「脳血管疾患（脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等）」が31.1％と最も高く、次いで「関節
の病気（リウマチ・変形性膝関節症等）」が10.8％となっています。一方、後期高齢者（75歳
以上）では「骨折・転倒」が18.1％で最も高く、次いで「高齢による衰弱」が13.3％、「認知症」
が11.3％となっており、高齢による心身機能の低下に起因する原因の割合が増えています。

介護が必要になった主な原因（要支援・要介護認定者調査）図表12

②地域の支え合いについて
近所との付き合い方について、一般高齢者【重点】調査では、第2号被保険者調査に比べて、
より深く付き合っている方の割合が高くなっています。
また、友人・知人と会う頻度についても、一般高齢者【重点】調査では、第2号被保険者調
査に比べて、会う頻度が高くなっています。

近所との付き合い方：調査間比較図表13

前期高齢者（65歳～74歳） (74)

後期高齢者（75歳以上） (724)

ｎ

10.9 18.1 13.3 7.5 7.9 11.3

2.5

3.33.0

1.0

3.0 1.2 17.0

(%)
31.1 8.1

1.4

4.1 10.8 4.1 8.1 4.1

2.7

2.74.12.7 16.2

脳

血

管

疾

患
（

脳

出

血
、

脳

梗

塞
、

く

も

膜

下

出

血

等
）

骨

折

・

転

倒

高

齢

に

よ

る

衰

弱

心

臓

病

関

節

の

病

気
（

リ

ウ

マ

チ

・

変

形

性

膝

関

節

症

等
）

認

知

症

難

病
（

パ
ー

キ

ン

ソ

ン

病

等
）

が

ん
（

悪

性

新

生

物
）

呼

吸

器

疾

患

糖

尿

病

脊

髄

損

傷

視

覚

・

聴

覚

障

害

そ

の

他
、

わ

か

ら

な

い
、

無

回

答

　

合

計

 

 

 

 

 

 

 

一般高齢者【重点】 (1,837)

第２号被保険者 (540) 3.9 20.2 57.0 17.6
1.3

(%)ｎ

9.4 38.8 40.9 8.5

2.3

(%)

お

互

い

の

家

を

行

き

来

し

た

り
、

一

緒

に

出

か

け

た

り

す

る

な

ど

の

お

付

き

合

い

日

常

的

に

立

ち

話

を

す

る

程

度

の

お

付

き

合

い

あ

い

さ

つ

を

す

る

程

度

の

最

小

限

の

お

付

き

合

い

お

付

き

合

い

は

し

て

い

な

い

　

無

回

答



第
3
章

第
2
章

第
4
章

第
5
章

資
料
編

19

第１章　計画策定の概要

第
1
章

地域のつながりの必要性について、一般高齢者【重点】調査、要支援・要介護認定者調査、
第2号被保険者調査のいずれも、8割以上の方が《必要である》と考えています。
一方、地域のつながりの実感について、《実感している》と回答した方の割合は一般高齢者

【重点】調査では 52.0％、要支援・要介護認定者調査では 57.6％、第 2号被保険者調査では
30.4％となっています。
地域のつながりの必要性と実感に差異があることから、引き続き地域における交流や社会参
加を支援するための取組の必要性がうかがえます。

友人・知人と会う頻度：調査間比較図表14

地域のつながりの必要性：調査間比較図表15
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と
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《必要である》85.9％ 

要支援・要介護認定者調査 
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高齢者の身の周りの世話や生活を支援するボランティア活動への参加意向について、《既に参
加している・参加してみたいと思っている》と回答した方の割合は一般高齢者【重点】調査で
は29.5％、第 2号被保険者調査では33.3％でした。このような参加意向のある方を実際の活
動につなげるとともに、参加意向のない方に地域における支え合いの重要性を普及啓発してい
く必要性があります。

高齢者の身の周りの世話や生活を支援するボランティア活動への参加意向：調査間比較図表17

地域のつながりの実感：調査間比較図表16
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一般高齢者【重点】調査 (1,837)

要支援・要介護認定調査 (837)

第２号被保険者調査 (540)

23.5

6.5

34.1

23.9

24.6

38.9

11.6

28.3

6.2

2.4

(%)
ｎ

18.2 33.8 31.1 14.3 2.7

(%)

感

じ

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

感

じ

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

感

じ

な

い

感

じ

な

い

　

無

回

答
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《実感している》57.6％ 

《実感している》30.4％ 

要支援・要介護認定者調査 
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《参加している・参加意向ありの合計》29.5％ 一般高齢者【重点】調査 (1,837)
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《参加している・参加意向ありの合計》33.3％ 
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第１章　計画策定の概要

第
1
章

③認知症について
自身や家族等が認知症になったときのことについて考えたことの有無は、一般高齢者【重点】
調査では69.1％の方が《ある》と回答しており、前回調査に比べて高くなっています。高齢者
の認知症に対する関心度が高まっている状況が見受けられます。

自身や家族等が認知症になったときのことについて、考えたことの有無：調査間比較図表18

④介護保険のサービスと費用負担に関する考えや生活場所の意向について
介護保険のサービスと費用負担について、《介護保険料が上昇したとしても、必要な介護保険
サービスを提供すべきである》、《介護保険サービスの利用時に支払う利用者負担割合が増えた
としても、必要な介護保険サービスを提供すべきである》と回答した方の割合が、一般高齢者【基
本】調査、要支援・要介護認定者調査、第2号被保険者調査のいずれにおいても高くなってい
ます。介護保険制度の持続可能性を確保する観点からも、今後の高齢化を踏まえた基盤整備や
サービスの提供を考えていく必要があります。

介護保険のサービスと費用負担：調査間比較図表19
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要支援・要介護認定者調査 
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介護が必要になった場合の生活場所：調査間比較図表20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般高齢者【基本】調査 (1,864)
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要支援・要介護認定者調査 

（2）聞き取り調査結果
郵送によるアンケート調査に加えて、令和元（2019）年度に住民主体の活動団体の運営者及
び参加者、認知症ご本人、高齢者総合相談センターへの聞き取り調査等を実施しました。
このうち、住民主体の活動団体への調査結果について運営者側と参加者側の両面から、活動
に対する意識等を整理しました。

①運営者調査
活動を立ち上げる原動力・きっかけについては《地域のために立ち上げたいと思った》が最
も高く、次いで《自分自身がやりたいと思った》と続いています。

活動を立ち上げる原動力・きっかけ図表21
 

 

 

 

 

 

n=(24)  

自分自身がやりたいと思った

周囲の人に求められた

友人・知人のために立ち上げたいと思った

地域のために立ち上げたいと思った

その他

45.8

41.7
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12.5
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介護が必要になった場合の生活場所について、《可能な限り自宅で生活を続けたい》と回答し
た方の割合は、一般高齢者【基本】調査で65.4％、要支援・要介護認定者調査で84.6％となっ
ています。
高齢者の在宅生活を継続する意向が高いことから、引き続き、最期まで住み慣れた地域で暮
らすための相談・支援体制を充実する必要があります。
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第１章　計画策定の概要

第
1
章

活動を立ち上げる際に特に苦労したことについては《運営スタッフの確保》が最も高く、次
いで《活動や団体の周知》と続いています。団体活動を活性化していくために、活動の担い手
の育成や、活動団体の情報発信を支援する取組の必要性がうかがえます。

活動を立ち上げる際に特に苦労したこと図表22

 

n=(24)  

運営スタッフの確保

運営資金

活動場所の確保

活動のための知識の習得

活動や団体の周知

相談先

その他

50.0

16.7

12.5

8.3

37.5

4.2

29.2

0 10 20 30 40 50 60 (%)

活動の参加者への効果については《会話が増える》が最も高く、次いで《健康づくりや介護
予防》、《気持ちが明るくなる》、《外出の頻度が増える》と続いています。通いの場への参加者
を増やしていくために、こうした効果についても情報発信していく必要があります。

活動の参加者への効果図表23

n=(24)  

健康づくりや介護予防

気持ちが明るくなる

会話が増える

参加者同士で助け合う

地域での交流が増える

外出の頻度が増える

その他

75.0

70.8

83.3

58.3

62.5

70.8

29.2

0 20 40 60 80 100 (%)
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活動に参加し続けている理由については、《健康づくりや介護予防のため》が最も高く、次い
で《活動が楽しいため》、《交流するため》と続いています。

活動に参加したことによる変化については《健康づくりや介護予防》が最も高く、次いで《気
持ちが明るくなった》、《会話が増えた》と続いています。参加者自身も様々な効果を感じている
ことから、こうした活動場所を区内に増やし、より参加しやすい環境を作っていくことが必要です。

活動に参加し続けている理由図表25

n=(115)  

健康づくりや介護予防のため

活動が楽しいため

交流するため

運営者が魅力的であるため

周囲が勧めるため

その他

67.8

59.1

53.9

33.0

7.8

16.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 (%)

活動に参加したことによる変化図表26

 

 

 

n=(115)  

健康づくりや介護予防

気持ちが明るくなった

会話が増えた

参加者同士の助け合いが生まれた

地域での交流が増えた

外出の頻度が増えた

その他

53.0

40.9

40.0

29.6

39.1

32.2

10.4

0 10 20 30 40 50 60 (%)

②参加者調査
活動への参加のきっかけについては、《友人・知人の紹介》が最も高くなっています。地域に
おける人と人とのつながりが活動参加につながるケースが多いことから、地域の住民による声
かけも、活動参加の重要なきっかけとして考えていく必要があります。

参加のきっかけ図表24
 

 

 

 

 

 

n=(115)  

友人・知人の紹介

運営者の紹介

高齢者総合相談センター職員の紹介

チラシを見て

その他

48.7

17.4

3.5

19.1

13.0

0 10 20 30 40 50 60 (%)
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第１章　計画策定の概要

第
1
章

1. 重点的取組の振り返り

「新宿区高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画（平成30年度～令和2年度）」（第7
期計画）では、「支え合いの地域づくりをすすめます」「社会参加といきがいづくりを支援します」
「健康づくり・介護予防をすすめます」「最期まで地域の中で自分らしくくらせるよう、在宅療
養支援体制を推進します」という4つの目標の実現に向け、13の施策を進めてきました。その
中で3つの重点的取組を振り返ったところ、次のような成果と課題が見えてきました。

重点施策Ⅰ（施策 1） 「地域の活力」を生かした高齢者を支えるしくみづくり
【地域支え合いの推進体制づくり】
〔取組や成果〕
●�新宿区生活支援体制整備協議会等で地域の課題を共有しながら解決に向けて検討を進める

とともに、「地域支え合い普及啓発イベント」等による普及啓発や、社会福祉協議会との
連携による講座の実施等、地域支え合いの推進体制づくりを進めました。

●�新宿区社会福祉協議会の生活支援コーディネーターと連携して地域づくりを進めることが
できるよう、副管理者の配置や柏木高齢者総合相談センターの新設などにより、高齢者総
合相談センターの体制の充実を図りました。

●�「新宿区立薬王寺地域ささえあい館」を拠点として、地域の中で高齢者の自立を支援し、
多世代が互いに支え合う「地域支え合い活動」を推進するための担い手の育成や団体支援
を行いました（p.71 参照）。また、中落合高齢者在宅サービスセンター内に整備する地域
交流スペースで、「地域支え合い活動」のために資する事業を実施する検討を進めました。

〔課題として考えられること〕
●�世代に関わらず一人ひとりが役割を持ち、互いに助け合い、支え合う「地域支え合い活動」

をより多くの区民に普及啓発するとともに、担い手や活動団体の育成・支援に引き続き取
り組んでいくことが必要です。

●�「地域支え合い活動」を区内に広めるために、薬王寺地域ささえあい館での取組の成果を
踏まえ、高齢者活動・交流施設等における事業の展開などについて検討することが必要で
す。

第5節　第7期計画の総括
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重点施策Ⅰ（施策 1） 「地域の活力」を生かした高齢者を支えるしくみづくり
【地域を支える担い手への支援の充実】
〔取組や成果〕
●�高齢者が歩いて通える範囲に「通いの場」を確保するために、新宿区社会福祉協議会と連

携して「通いの場等の運営支援」を行うとともに、団体の活動場所の確保を支援するため
に「空きスペース有効活用促進事業」を開始しました。

●�社会貢献活動を行う多様な主体との協働を推進するとともに、協働推進基金を活用して、
NPO 等の団体が実施する地域課題の解決に向けた事業への助成を行ってきました。

●�ふれあい・いきいきサロンの運営等により多様な主体が地域の高齢者を支えました。また、
民生委員・児童委員による相談活動により、常に住民の立場に立って、相談や助言、福祉
サービスについての情報提供などの援助を行いました。

〔課題として考えられること〕
●�地域の住民主体で活動する「通いの場」をさらに充実するために、効果的な情報発信や支

援のあり方を検討するとともに、より多くの区民が参加して健康づくりや介護予防に取り
組めるよう、「通いの場」の周知や情報発信を行うしくみを検討することが必要です。

●�地域の課題やニーズに合わせたサービスや支援を創出していくために、地域を支える担い
手となる NPO や地域団体等、多様な主体との協働をより一層行っていく必要があります。

●�高齢者を地域で支えるしくみづくりをさらに進めるため、民生委員・児童委員、ボランティ
ア等による地域の力を生かした支援体制の強化を図るとともに、地域を支える担い手への
支援の充実を図っていく必要があります。

【見守り体制のさらなる充実】
〔取組や成果〕
● �75 歳以上の一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布や民生委員・児童委員、ボランティ

アや高齢者見守り登録事業者等との連携による見守りに加え、緊急時の身元確認につな
がる高齢者見守りキーホルダー事業の開始などにより、見守り体制のさらなる充実を図
りました。

〔課題として考えられること〕
●�関係機関との連携による地域での支え合いのネットワークを活用し、引き続き高齢者への

見守り体制の充実を図っていくことが必要です。
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第１章　計画策定の概要
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重点施策Ⅱ（施策 6） 健康づくりと介護予防の推進による健康寿命の延伸
【高齢期の特性を踏まえた健康づくりと介護予防の普及啓発】
〔取組や成果〕
●�高齢期の心身や社会生活等の特性を踏まえた健康づくりの意義や重要性を区民に伝えるた

め、講演会＊や出前講座＊等を通じて、介護予防・フレイル予防（運動・栄養（食・口腔）・
社会参加）の普及啓発を行いました。

〔課題として考えられること〕
●�介護予防・フレイル予防についてより広く普及啓発を図るとともに、住民が主体となり、

地域に広めていけるようなしくみが必要です。また、あわせて、実践につなげられるよう
支援する必要があります。

【地域に根ざした高齢期の健康づくりと介護予防活動への支援】
〔取組や成果〕
●�平成 30 年度に区オリジナル筋力トレーニング「しんじゅく 100 トレ」を開発＊し、身近な

地域で、住民主体で継続的に取り組まれるようグループの立ち上げと継続を支援しました。
●�健康づくりや介護予防に取り組むグループ等への専門職による支援＊や、住民からの提案

事業に対する助成＊等により、住民主体の活動がより積極的に行われるよう支援しました。

〔課題として考えられること〕
●�高齢者が、身近な地域で住民主体の活動を通じて介護予防・フレイル予防に取り組めるよ

う、引き続き支援していく必要があります。さらに、フレイルのリスクが高い高齢者に対
しては、個々の状態に応じ、医療専門職による個別的な相談支援を行うとともに、地域の
医療専門職と連携しながら通いの場等へも普及啓発を図るなど総合的な取組が必要です。

●�様々な住民主体の活動を支援することができるよう、より効果的な支援のあり方を検討す
ることが必要です。

【介護予防・日常生活支援総合事業の実施】
〔取組や成果〕
●�介護予防・生活支援サービス事業について、平成 30 年度に専門性を有する有資格者による

訪問介護相当サービスと生活援助サービスの役割分担を明確にするための見直しを行いまし
た。また、令和元年度には介護事業者等の意見を踏まえ、事業者がより効率的に事業を実施
でき、利用者にもより分かりやすい制度とすることを目的として単価の見直し等を行いました。

●�一般介護予防事業として、区民が介護予防活動に継続して取り組めるよう様々な機会を通じ
て介護予防活動の普及啓発を行うとともに、新宿いきいき体操サポーターの活動の支援や、
誰もが気軽に参加できる介護予防教室の開催等に取り組みました。また、地域で自主的に活
動する団体を対象に出前講座を実施し、介護予防運動指導員等がアドバイスや技術的な支援
を行いました。（既出の＊印の事業は、「一般介護予防事業」に位置付けられるものです。）

〔課題として考えられること〕
●�地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして、要介護状態とな

ることを予防していくために、身近な地域で介護予防活動に継続して取り組めるよう情報
提供や支援を行っていくことが必要です。
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重点施策Ⅲ（施策 12） 認知症高齢者への支援体制の充実
【認知症高齢者の早期発見・早期診断体制の充実】
〔取組や成果〕
●�複数の専門職で構成される認知症初期集中支援チームが、認知症の早い段階から訪問支援

を行うことで、医療や介護サービスの利用につながりました。
●�地域のかかりつけ医や関係機関向けに「認知症診療連携マニュアル」を作成・配布し、関

係機関が連携して認知症高齢者の早期発見・早期診断につなげていく体制を強化しまし
た。

〔課題として考えられること〕
●�今後も認知症高齢者が早期に支援を受けることができる体制を構築していくために、医

療、福祉、介護の専門職が連携するとともに、認知症高齢者が早期に相談できる体制づく
りを推進していく必要があります。

【認知症高齢者を地域で支える体制づくり】
〔取組や成果〕
●�高齢者総合相談センターの認知症に係るコーディネート機能を向上させるため、認知症サ

ポート医による高齢者総合相談センター支援を実施し、専門的助言を受けられる体制を整
備しました。

〔課題として考えられること〕
●�認知症高齢者やその家族の困りごとの支援ニーズと、認知症サポーターを結びつけるしく

みをつくることにより、認知症高齢者が住み慣れた地域で尊厳と希望を持ち、支えられる
だけでなく、支える側として役割と生きがいを持って自分らしく暮らしていくための体制
づくりを進める必要があります。

【認知症への理解を深めるための普及啓発の推進】
〔取組や成果〕
●�区施設だけでなく、学校や企業などで認知症サポーター養成講座を開催し、区内在住、在

学、在勤の幅広い認知症サポーターが誕生しました。
●�認知症高齢者の視点で地域資源を整理した「地域版認知症ケアパス」を作成・配布するな

ど、地域における認知症に対する理解の促進を図りました。
●�認知症ご本人への聞き取り調査の実施や、認知症講演会において認知症ご本人が登壇する

など、当事者の気持ちを反映させた普及啓発を実施しました。

〔課題として考えられること〕
●�認知症高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症につい

ての理解を地域全体にさらに広めていく必要があります。
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第１章　計画策定の概要
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2. その他の取組の振り返り

「新宿区高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」（第7期計画）では、3つの重点的
取組の他に、高齢者が地域で安心して暮らし続けるために10の施策を展開し、高齢者の支援
に取り組んできました。これらの施策の計画期間中における成果と、次期計画に向けた課題は、
次のとおりです。

施策 2 介護者への支援
〔取組や成果〕
●�介護者の負担を軽減するために、家族会への運営支援や介護者講座等により情報発信や支

援の輪を広げるとともに、「介護者リフレッシュ支援事業」のヘルパーの派遣時間帯を拡
大しました。また、ワーク・ライフ・バランスを目指して介護支援等を推進する企業の認
定、企業向けセミナーやコンサルタント派遣等の支援を行いました。

〔課題として考えられること〕
●�家族会を運営するボランティアの養成に引き続き取り組むとともに、介護者のニーズを踏

まえ、介護者講座の内容や実施方法を工夫していくことが必要です。また、介護者支援の
相談先としての高齢者総合相談センターを周知するとともに、ワーク・ライフ・バランス
の周知や中小企業への支援の強化等により、仕事と介護や子育てを両立できる環境を整備
することが必要です。

施策 3 安全・安心なくらしを支えるしくみづくり
〔取組や成果〕
●�「新宿区成年後見センター」を設置し、成年後見制度の普及啓発や相談対応など総合的な

支援を行い、制度の利用促進を図りました。また、高齢者の尊厳ある暮らしをまもるため、
区長による家庭裁判所への審判請求、高齢者虐待の早期発見・相談等の取組や、関係機関
との連携強化を図りました。さらに、災害時要援護者名簿への登録勧奨、家具転倒防止対
策の推進等の災害時に配慮を要する高齢者への支援体制の整備を進めました。

〔課題として考えられること〕
●�成年後見制度の周知や関係機関と連携した相談支援等に引き続き取り組むとともに、平成

29年3月に国の策定した成年後見制度利用促進基本計画に対応していく必要があります。
また、高齢者総合相談センター職員の虐待への対応力向上に、引き続き取り組むことが必
要です。災害時に配慮を要する高齢者への支援についても、さらなる体制整備を進める必
要があります。
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施策 5 就業等の支援
〔取組や成果〕
●�新宿区シルバー人材センターと連携し、高齢者の就労意欲やニーズに対応した就業機会の

拡大などの取組を支援しました。令和元年度には、会員の増強・拡充や就業機会の確保・
拡充を図るため、労働者派遣事業を開始しました。新宿わく☆ワークでは求職者のニーズ
を反映した働き方の提案のほか、高年齢者おしごと説明会・相談会を開催し、新たな就業
機会を創出しました。

〔課題として考えられること〕
●�新宿区シルバー人材センターの会員の増強・拡充を図るとともに、就業機会の確保・拡充

を図るため、支援を継続していく必要があります。新宿わく☆ワークについては、令和 2
年 3 月末時点における 65 歳以上の新規求職者は 58.9％となっており、引き続きこれら
の求職者と求人者をつなぐ役割を積極的に行う必要があります。

施策 7 くらしやすいまちづくりと住まいへの支援
〔取組や成果〕
●�居住支援協議会を立ち上げ、公民が連携して高齢者や障害者の入居支援を開始するととも

に、残存家財整理費用等を補償する保険料の助成制度を新設しました。また、旧耐震の木
造住宅への耐震化支援や細街路の拡幅整備、ワークショップやガイドブック等によるユニ
バーサルデザインの普及啓発、区内鉄道駅のバリアフリー化工事への補助等の取組により、
くらしやすいまちづくりを進めました。

〔課題として考えられること〕
●�高齢者や障害者の民間賃貸住宅への入居を関係団体と連携し支援することや、単身高齢者

の入居に対する家主の不安を取り除くことが必要です。また、切迫性が高まる首都直下地
震に備えるため、耐震化への普及啓発に積極的に取り組み、耐震化を進める必要がありま
す。ユニバーサルデザインの視点を取り入れた施設整備等や普及啓発、区内すべての駅の
バリアフリー化を進めていくことも必要です。

施策 4 いきがいのあるくらしへの支援
〔取組や成果〕
●�薬王寺地域ささえあい館を拠点として、「地域支え合い活動」を推進するための講座や団体支

援等を実施しました（p.71参照）。また、高齢者の外出機会や仲間づくり等を目的に敬老会や
福祉大会、ライフアップ講座や生涯学習フェスティバルなど様々な事業を実施しました。さら
に、高齢者クラブに対しては助成制度を見直すとともに、活動継続のための支援を行いました。

〔課題として考えられること〕
●�「地域支え合い活動」を推進するため、薬王寺地域ささえあい館での取組の成果を踏まえ、

高齢者活動・交流施設等における事業の展開などについて検討する必要があります。また、
高齢者クラブや「ふれあい・いきいきサロン」の活動継続のために、引き続き支援してい
く必要があります。
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施策 8 高齢者総合相談センターの機能の充実
〔取組や成果〕
●�地域型高齢者総合相談センターへの副管理者の配置などにより相談件数の増加に対応する

とともに、新たに柏木高齢者総合相談センターを設置し、相談体制の充実を図りました。
また、リーフレットの活用等により高齢者総合相談センターの地域での認知度向上を図り
ました。

〔課題として考えられること〕
●�リーフレットの活用や関係機関とのネットワーク強化等により、高齢者総合相談センター

の認知度をさらに高めていく必要があります。また、今後の 75 歳以上高齢者人口の増加
を見据えて、継続的に地域型高齢者総合相談センターの相談体制の充実を図っていく必要
があります。

施策 9 介護保険サービスの提供と基盤整備
〔取組や成果〕
●�要介護認定者数及び介護保険サービス総給付費は計画どおりの伸びを示しています。施設

整備では、平成 30 年 4 月に大久保区有地を活用した認知症高齢者グループホーム 1 所、
令和元年 7 月に富久町国有地を活用した特別養護老人ホーム（ショートステイ併設）1
所が開設しました。

〔課題として考えられること〕
●�要介護認定者数及び介護保険サービス総給付費については、引き続き進捗管理を行い、計

画値との差異を注視していく必要があります。また、民有地を活用した施設整備は、地価
の高い都心部における用地確保や、限られた土地の中で補助基準を満たす施設設計がしづ
らいことなどが課題となっており、施設整備事業者への継続的な相談、支援が必要です。

施策 10 介護保険サービスの質の向上及び適正利用の促進
〔取組や成果〕
●�区内介護保険サービス事業所の人材確保と安定した運営の支援を目的として、新たに区民

向けの介護入門研修及び介護従事職員宿舎借り上げ支援事業を実施しました。また、事業
所の指導やケアプラン点検によりサービスの質の向上に取り組むとともに、介護報酬請求
内容の点検等により給付の適正化を図りました。さらに、区ホームページや各種パンフレッ
ト、イベントの開催等により介護保険制度を身近に感じていただけるよう周知を図りました。

〔課題として考えられること〕
●�区内の介護保険サービス事業所の人材不足解消のため、引き続き人材確保のための事業の

充実を図っていく必要があります。また、新規事業所や法令等の理解が不十分な事業所に
対して効果的な指導を行い、適正利用の促進に引き続き取り組む必要があります。さらに、
サービス内容や利用方法、利用者負担等の改正について、利用者によりわかりやすく説明
していく必要があります。
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施策 13 地域における在宅療養支援体制の充実
〔取組や成果〕
● �ICT システムの活用等により、複数主治医制による切れ目のない在宅医療体制の推進を

図ってきました。また、「在宅医療・介護支援情報」の充実や、3 つの基盤圏域毎に多職
種が交流する機会を設けることなどにより、多職種連携の幅を広げ、在宅医療・介護連
携のさらなる推進を図りました。

〔課題として考えられること〕
●�区内には大病院が多く、医師の異動も多いことから、今後はさらに病院の医師と地域の医

師の医療連携や、医師と多職種との連携を進める必要があります。また、高齢者が住み慣
れた地域で最期まで自分らしく暮らし続けられるよう、ACP（アドバンスケアプランニ
ング）※を含めた在宅療養の普及啓発を進めていく必要があります。

※ �ACP：自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前もって考え、医療・
ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組のこと。

　（厚生労働省：健康・医療 / 自らが望む人生最終段階における医療・ケアより）

施策 11 自立生活への支援（介護保険外サービス）
〔取組や成果〕
●�区が独自に実施している介護保険外サービスの利用を促進することで、日常生活へのきめ

細かな支援や見守り等に繋げました。一部の事業については、対象者の拡大や利用者負担
の軽減など、より利用しやすいサービスへと見直し、高齢者の地域における生活への支援
を進めました。

〔課題として考えられること〕
●�高齢者本人や介護者、ケアマネジャーをはじめとする関係機関等に引き続き制度の周知を

図ることにより、サービスの利用を促進していくことが必要です。


